
 
埼玉県放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業補助金交付要綱（令和６年度からの繰越分） 

 

（趣旨） 

第１条 この補助金は、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」（平成 27 年５月 21 日雇児発

0521 第８号）の別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所（以下「放課後児童クラブ」とい

う。）を対象に、物価高騰による運営費の負担増加に対する緊急的措置とし、光熱費の上昇相当分の

一時支援金を、放課後児童クラブに給付又は補助することで、放課後児童クラブの運営の安定化に寄

与し、支援の質を維持することを目的とする。 

２ この補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるとこ

ろによる。 

 

（交付の対象） 

第２条 この補助金の交付の対象は、市町村が「埼玉県放課後児童クラブ等物価高騰対策給付事業補助

金実施要綱（令和６年度からの繰越分）」に基づいて実施する事業に要する経費とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に１，０００円

未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。   

（１）別表に定める基準額と対象経費合計額を比較して少ない方の額を選定する。ただし、各放課後児

童クラブの補助基準額について、事業実施月数（開所日から令和７年３月３１日までの月数。１月

に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。）が３月に満たない場合には、基準額ごとに

算定された金額に事業実施月数を乗じた額を３で除した額（１円未満切り捨て）とする。 

（２）（１）に２分の１を乗じて得た額。 

 

（交付の条件） 

第４条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に

報告してその指示を受けなければならない。 

（４）事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管して

おかなければならない。 

（５）市町村が（１）から（４）により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を

県に納付させることがある。 

（６）市町村が事業者に対して、この補助金を財源の一部として補助金を交付する場合には、次の条件

を付さなければならない。 

ア 事業を中止し、又は廃止する場合には、市町村長の承認を受けなければならない。 



 
イ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市町

村長に報告してその指示を受けなければならない。 

（７）（６）により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ知事の承

認又は指示を受けなければならない。 

（８）事業者が（７）より付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に納付させ

ることがある。 

 

（申請手続） 

第５条 市町村は、規則第４条第１項の申請書を様式第１号により作成し知事に提出するものとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の様式は、別紙様式第１号によるものとし、その提出期限は、知事が別

に定めるものとする。 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（変更申請手続） 

第６条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、

前条の規定を準用する。 

 

（交付決定通知） 

第７条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、別紙様式第２号のとおりとする。 

 

（補助金の支払） 

第８条 この補助金は、概算払をすることができる。 

 

（状況報告） 

第９条 補助金の交付を受けた市町村は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、

当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１３条の事業実績報告書の様式は、別紙様式第５号のとおりとし、その提出期限は、

事業完了後（第４条（２）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理

後）速やかに提出しなければならない。 

 

（確定通知） 

第１１条 規則第１４条の確定通知書の様式は、別紙様式第６号のとおりとする。 

 

（補助金の返還） 

第１２条 県は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付さ

れているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずる。 

 



 
（書類の整備等） 

第１３条 市町村は、本事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支

出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。      

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から

５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第１４条 特別の事情により、第５条、第６条及び第１０条に定める手続によることができない場合に

は、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 

第１５条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は別途知事が定める。 

 

 

附 則 

 

この要綱は、令和４年１２月１日に施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

この要綱は、令和５年７月３１日に施行し、令和５年６月１日から適用する。 

 

この要綱は、令和６年１月２６日に施行し、令和６年１月１日から適用する。 

 

この要綱は、令和７年３月１３日に施行し、令和７年３月１日から適用する。 

 

この要綱は、令和７年７月７日に施行し、令和７年４月１日から適用する。



 
別 表  

 

 
 

基準額 対象経費 負担割合 

次により算定された額 

（１）補助単価 

  ア 低圧電力 

給付等対象施設の利用定員１人につき ２００円 

イ 高圧電力 

給付等対象施設の利用定員１人につき ９００円 

ウ 都市ガス 

 給付等対象施設の利用定員１人につき  ４０円 

エ ＬＰガス 

 給付等対象施設の利用定員１人につき  ３０円 

 

（２）補助基準額 

 補助基準額は、対象放課後児童クラブの利用定員に補助単価を乗じて得た額による。 

 ただし、ＬＰガスについては、埼玉県で別途実施される「埼玉県ＬＰガス料金負担軽減

事業補助金」において軽減されるＬＰガス利用者負担額１，５００円を減算した額とす

る。 

 

埼玉県放課後児童ク

ラブ物価高騰対策給

付事業補助金実施要

綱に基づき実施する

事業に要する経費 

県１／２ 

  
市町村 １／２ 


